
法人法の施行に伴う移行の登記手続に関する事前相談のご案内

～ 特例民法法人（旧社団・財団法人）のお客様へ ～

平成２４年４月には、特例民法法人において相当数の移行の登記申請がされると見込まれています。

福岡法務局におきましては、これらの登記申請が円滑に行われるよう、同年３月３０日まで事前相談を実施します。

ご希望のお客様は、下記の相談窓口に電話で予約をしていただき、貴法人の登記事項証明書（写し可）、移行に

係る関係書類及び登記相談票（次頁）を持参の上、ご来庁願います。

なお，状況次第では，予約を締め切ることもありますので，予めご了承ください。

■ 相談窓口 （要予約）

電話番号 ０９２－７２１－９３０６
相談時間 ３０分程度 （午前９時～１２時 午後１時～３時）
相談場所 福岡市中央区舞鶴３－９－１５ 福岡法務局 （南側２階 法人登記部門）

■ 参考になるウェブサイト

■ 登記手続の説明並びに登記申請書の様式及び記載例
検索キーワード：法人登記申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#05-20 （法務省サイト）

手続の説明については、主な注意事項やお願いなどがまとめてあります。

登記申請書の様式については、一太郎、Ｗｏｒｄ及びＰＤＦの形式でダウンロードできます。

なお、登記申請のときには、再度印鑑を提出しなければなりません。

（該当箇所）

５－２０ 特例社団法人の名称変更による公益社団法人設立登記申請書及び特例社団法人解散登記申請書

５－２１ 特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立登記申請書及び特例財団法人解散登記申請書

５－２２ 特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記申請書及び特例社団法人解散登記申請書

５－２３ 特例財団法人の名称変更による一般財団法人設立登記申請書及び特例財団法人解散登記申請書

７－１７ 印鑑（改印）届書 （記載例については、手続の説明の末尾に掲載されています。）

■ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて（通達）
検索キーワード：社団法人通達 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji165.html （法務省サイト）

民法法人に関する経過措置などの登記事務の取扱いに関する通達が参考に掲載されています。

■ 一般社団法人及び一般財団法人の登記記録例
検索キーワード：法人の記録例 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji166.html （法務省サイト）

登記事項証明書の記録例です。

■ 一般社団法人及び一般財団法人制度Ｑ＆Ａ
検索キーワード：社団法人Ｑ＆Ａ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html （法務省サイト）

■ よくある質問（ＦＡＱ）、認定・認可に関する問合せ先など
検索キーワード：公益法人インフォ https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html

（ ）公益法人information
国（内閣府）及び都道府県公式の公益法人行政総合情報サイトです。

■ 関係法令

検索キーワード：公益法人関係法令 （ ）公益法人information

福 岡 法 務 局



登 記 相 談 票

※太枠内に記入してください。

相 談 日 平成 年 月 日 整理番号

相 談 者 住 所

氏 名

連絡先 電話 ＦＡＸ

会社・法人等番号

名 称

主たる事務所

登記の内容 １ 特例社団法人から一般社団法人への移行

２ 特例財団法人から一般財団法人への移行

３ 特例社団法人から公益社団法人への移行

４ 特例財団法人から公益財団法人への移行

登記申請予定日 平成 年 月 日

以下法務局使用欄

添 付 書 類 □ 登記申請書 □ 監事の辞任届

□ 委任状 □ 監事の就任承諾書

□ 移行許可（認定）書謄本 □ 印鑑証明書

□ 旧定款 □ 印鑑届

□ 旧寄付行為 □

□ 新定款 □

□ 評議員会議事録 □

□ 最初の評議員選任の書面 □

□ 評議員選定に関する認可書 □

□ 評議員の就任承諾書 □

□ 総会議事録 □

□ 理事会議事録 □

□ 代表理事の就任承諾書 □

□ 理事の辞任届 □ 登記すべき事項

□ 理事の就任承諾書 □ 登記事項証明書

備 考
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